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   八王子市災害り災者救護条例の一部を改正する条例 

 八王子市災害り災者救護条例（昭和４９年八王子市条例第５７号）の一部を次

のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

（災害見舞金の支給） （災害見舞金の支給） 

第４条 災害救助法（昭和２２年法律第１１

８号）の適用基準に達しない災害により住

居又は身体に次の各号に掲げる被害を受け

た市民に対し、当該各号に掲げる災害見舞

金を支給する。 

第４条 災害救助法（昭和２２年法律第１１

８号）の適用基準に達しない災害により住

居又は身体に次の各号に掲げる被害を受け

た市民に対し、当該各号に掲げる災害見舞

金を支給する。 

 ⑴・⑵ （略）   ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 床上浸水（土砂の堆積等により一時的

に使用できない状態となつたものを含

む。第４項第３号において同じ。） １

世帯につき２万円 

 ⑶ 床上浸水（土砂の堆積等により一時的

に使用できない状態となつたものを含

む。） １世帯につき２万円 

 ⑷ （略）  ⑷ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 災害救助法の適用基準に達する災害（市

長が認めるものに限る。次項において同

じ。）により住居又は身体に次の各号に掲

げる被害を受けた市民に対し、当該各号に

掲げる災害見舞金を支給する。 

 

 ⑴ 全壊又は全焼 １世帯につき１０万円  

 ⑵ 半壊又は半焼 １世帯につき５万円  

 ⑶ 床上浸水 １世帯につき２万円  

 ⑷ １月以上の入院治療を要する傷病 １  



人につき３万円 

５ 災害救助法の適用基準に達する災害によ

り市が所有する土地から土砂が流出した場

合において、当該土砂により住居に次の各

号に掲げる被害を受けた市民に対し、当該

各号に掲げる災害見舞金を支給する。 

 

 ⑴ 全壊 １世帯につき１００万円  

 ⑵ 半壊 １世帯につき５０万円  

 ⑶ 一部損壊であつて土砂の堆積により一

時的に使用できない状態となつたもの 

１世帯につき３０万円 

 

６ 前項に規定する災害見舞金の支給を受け

る市民に対しては、第４項第１号から第３

号までに規定する災害見舞金は支給しな

い。 

 

  

 （償還等）  （償還等） 

第１５条 （略） 第１５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、

一時償還及び違約金については、法第１３

条、第１４条第１項及び第１６条並びに令

第８条、第９条及び第１２条の規定による

ものとする。 

３ 償還免除、一時償還、違約金及び償還金

の支払猶予については、法第１３条第１項

及び令第８条から第１１条までの規定によ

るものとする。 

  

   第５章 補則    第５章 補則 

 （八王子市災害弔慰金等支給審査委員会の

設置） 

 

第１７条 第４条から第６条までの災害見舞

金（住居への被害に係るものを除く。）及

び災害弔慰金の支給に関する事項を調査審

議するため、市長の附属機関として、八王

子市災害弔慰金等支給審査委員会（以下

「審査委員会」という。）を置く。 

 

２ 審査委員会は、委員７人以内をもつて組

織する。 

 

３ 委員は、医師、弁護士その他市長が必要

と認める者のうちから市長が委嘱し、又は

任命する。 

 

４ 委員の任期は３年とし、再任を妨げな

い。ただし、委員が欠けた場合における補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

 

５ 前各項に定めるもののほか、審査委員会

の組織及び運営について必要な事項は、市

規則で定める。 

 

  

 （支給等の制限）  （支給等の制限） 

第１８条 （略） 第１７条 （略） 

  

 （被害程度の認定）  （被害程度の認定） 



第１９条 （略） 第１８条 （略） 

  

 （委任）  （委任） 

第２０条 （略） 第１９条 （略） 

  

  
   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 



 


